
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人防災科学技術研究所の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成20年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,724 11,064 4,775 885 （地域手当） ※

千円 千円 千円 千円

5,726 3,372 2,085 269 （地域手当） 7月31日 ＊

千円 千円 千円 千円

9,166 6,744 1,368
539
515

（地域手当）
（通勤手当） 8月1日 ＊

千円 千円 千円 千円

13,599 8,736 3,770
698
395

（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

936 936 0 0 （　　　　　）

注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
　　　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

理事A

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

監事
（非常勤）

　① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

注１：「地域手当」とは、民間における賃金、物価等が特に高い地域に在勤する役員に支給されている
　　　ものである。

監事

前職

理事B

地域手当の支給割合の改定（２％引上げ）

地域手当の支給割合の改定（２％引上げ）

文部科学省独立行政法人評価委員会の研究所に対する業績評価の結果を勘案し、平

成２０年６月期及び１２月期の期末手当の支給額を決定した。

地域手当の支給割合の改定（２％引上げ）

改定は行わなかった

２０歳
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３　役員の退職手当の支給状況（平成20年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

監事
（非常勤）

法人の長

摘　　要

理事

監事

法人での在職期間

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

２０歳 ５６歳２８歳２４歳 ６０歳…………………………………………………… （国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）２人 ５人 １１人 ９人 (人)(千円)
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　① 人件費管理の基本方針

給与種目
賞与：勤勉手当

（査定分）

制度の内容

勤務成績に基づき、勤勉手当の額を増額する

俸給：査定昇給 昇給の区分を６段階設けることにより、勤務成績を適切に反映する

　ウ 平成２０年度における給与制度の主な改正点

中期計画で計上している人件費の見込額を考慮しつつ、組織の活性化と業務の質の向

上のために有益と思われる人材の補充を計画的に進める。また、常に社会情勢を的確に

把握し、効率的な業務運営を基本として、適正な予算管理を行うこととしている。

研究所の業務実績を考慮し、国民一般の理解と納得を得られる給与水準となるよう努め

るとともに、引き続き国家公務員の給与水準を考慮した水準とするよう努める。

職員の業務実績や能力評価を的確に給与に反映させることを基本とした評価制度を定

めている。具体的には、職員の評価結果を基に勤勉手当及び昇給に反映させることにより、

職員の仕事に対する士気向上を図っている。

・地域手当の支給割合の改定（支給割合を１～２％引上げ）
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

82 45.8 8,693 6,384 88 2,309
人 歳 千円 千円 千円 千円

27 42.6 6,979 5,067 104 1,912
人 歳 千円 千円 千円 千円

55 47.4 9,535 7,031 80 2,504

人 歳 千円 千円 千円 千円

22 44.3 3,657 3,324 90 333
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 37.1 6,530 5,066 145 1,464
人 歳 千円 千円 千円 千円

17 46.4 2,812 2,812 74 0

　①　職種別支給状況（年俸制適用）
人 歳 千円 千円 千円 千円

47 43.1 6,307 6,307 135 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

35 42.2 6,784 6,784 126 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

12 45.4 4,916 4,916 159 0

有期雇用職員（研究職種）

事務・技術

研究職種

有期雇用職員（事務・技術）

研究職種

任期付職員

任期付職員

注２：在外職員、再任用職員及び非常勤職員については、該当者がいないため省略した。

有期雇用職員（事務・技術）

注１：常勤職員の医療職及び教育職種については、該当者がいないため省略した。

平成20年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内 うち賞与平均年齢人員
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② 年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除
く。以下、⑤まで同じ。〕

注１： ①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：

注３：

注２：年齢３２～３５歳及び５２～５５歳以外の該当者は４人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるお
それのあることから、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

年齢４４～４７歳及び４８～５１歳の該当者は２人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること
から、年間給与については表示していない。

注： 年齢３２～３５歳の該当者は４人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与
額の第１・第３分位については表示していない。
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（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

3 54.5 － 12,179 －

5 54.9 8,728 9,311 9,735

4 48.0 － 7,663 －

12 35.4 4,148 5,007 5,373

3 31.5 － 3,927 －

注：部長、課長補佐及び係員の該当者は４人以下であるため、当該個人に関する情報が
　　特定されるおそれのあることから、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

4 55.3 － 12,062 －

33 51.6 9,350 10,318 11,523

18 37.9 7,031 7,292 7,442

注：部長の該当者は４人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　　年間給与額の第１・第３分位については表示していない。
　　また、本部・支所の区分はないためグループは本部・支所を含めたものとなっている。

平均

人員

平均年齢

部長

人員分布状況を示すグループ

係員

部長

課長

課長補佐

係長

課長

主任研究員

分布状況を示すグループ 平均年齢 平均

２人 ５人 １１人 ９人
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③  職級別在職状況等（平成21年４月１日現在）（事務・技術職員／研究職員）

区分 計 １０級 ９級 ８級 ７級 ６級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

27 0 2 1 2 4
（割合） (0.0%) (7.4%) (3.7%) (7.4%) (14.8%)

歳

58～53

千円

6,925～
5,851

千円

9,594～
8,320

区分 計 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人

1 2 10 4 1
（割合） (3.7%) (7.4%) (37.0%) (14.8%) (3.7%)

歳 歳

45～31 35～29

千円 千円

4,557～
3,031

3,245～
2,848

千円 千円

6,252～
4,148

4,421～
3,899

年間給与
額(最高～

最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年齢（最高
～最低）

課長補佐

＜事務・技術職員＞

課長

人員

年齢（最高
～最低）

部長 課長部長 課長

係長
係員

人員

係長 係長

　　また、９級、８級、７級、５級、４級及び１級の該当者が２人以下のため、当該個人に

　　については表示していない。

年間給与
額(最高～

最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

注：１０級については、該当者がいないため表示していない。

係員

　　関する情報が特定されるおそれのあることから、「年齢（最高～最低）」以下の事項
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区分 計 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

55 0 20 17 18 0 0
（割合） (0.0%) (36.4%) (30.9%) (32.7%) (0.0%) (0.0%)

歳 歳 歳

59～46 59～41 44～34

千円 千円 千円

9,374～
6,739

7,571～
5,807

6,147～
4,675

千円 千円 千円

12,842～
9,153

10,109～
7,829

8,399～
6,371

④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

54.4 58.1 56.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.6 41.9 43.7

％ ％ ％

         最高～最低 47.9～42.8 44.1～39.1 45.9～40.8

％ ％ ％

65.4 68.6 67.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 34.6 31.4 33.0

％ ％ ％

         最高～最低 39.7～32.3 36.6～24.4 38.1～29.3

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

56.9 60.7 58.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.1 39.3 41.1

％ ％ ％

         最高～最低 43.6～42.7 39.8～39.0 41.6～40.7

％ ％ ％

64.5 67.8 66.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.5 32.2 33.8

％ ％ ％

         最高～最低 41.8～32.4 38.6～27.1 40.2～30.9

一般
職員

年齢（最高
～最低）

研究員

管理
職員

区分

一般
職員

主任研究員 研究員研究部長

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

研究部長
研究課長

人員

研究課長
主任研究員

＜研究職員＞

区分

所定内給
与年額(最
高～最低)

注：６級、２級及び１級については、該当者がいないため表示していない。

賞与（平成20年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

＜事務・技術職員＞

＜研究職員＞

年間給与
額(最高～

最低)

管理
職員
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⑤

105.7
100.7

98.4
99.7

当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

事務・技術職員
研究職員

対国家公務員（行政職（一）／研究職）

対他法人（事務・技術職員／研究職員）

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

注：

事務・技術職員
研究職員

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研
究職員)
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　１０６．２

参考 学歴勘案　　　　１０４．５

地域・学歴勘案　１０５．４

指数の状況

当研究所は事務系職員が３０名程度の組織であり、対象者の異動による年度
ごとの指数の変動が大きくなっている。また、地域手当の異動保障、広域異
動手当及び単身赴任手当受給した職員の割合が高いため指数が高くなって
いる。
（異動保障受給者割合）　22.2%
（単身赴任手当受給者割合）　14.8%

内容

【支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合】
13.3%

【平成２２年度に見込まれる対国家公務員指数】
年齢：100.0、年齢・地域・学歴：100.0

【改善策】
国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与構造の見直しを行うとともに、適
正な人事管理に努め、退職者の補填については可能な限り若返りを図るなど
計画的に人件費削減を行うことで給与水準を適正化していく。

【給与水準是正の目標水準】
年齢：100.0、年齢・地域・学歴：100.0
（平成２２年度までの達成を目標とする）

対国家公務員　　１０５．７

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　76.9%
（国からの財政支出額　8,469,419,000円、支出予算の総額　11,014,667,000
円：平成20年度予算）

【検証結果】
当研究所の給与水準は、国家公務員の給与を考慮したもの（俸給表は国家
公務員と同じ）となっており適切と考える。

講ずる措置

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　給与水準の適切性の
　検証

その他

【管理職の割合】
11.1％
【大卒以上の高学歴者の割合】
48.1％
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○研究職員

地域勘案　　　　１０６．２

参考 学歴勘案　　　　１０１．４

地域・学歴勘案　１０５．８

内容

【支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合】
13.3%

【平成２２年度に見込まれる対国家公務員指数】
年齢：100.0、年齢・地域・学歴：100.0

【改善策】
国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与構造の見直しを行うとともに、適
正な人事管理に努め、退職者の補填については可能な限り若返りを図るなど
計画的に人件費削減を行うことで給与水準を適正化していく。

【給与水準是正の目標水準】
年齢：100.0、年齢・地域・学歴：100.0
（平成２２年度までの達成を目標とする）

講ずる措置

指数の状況

対国家公務員　　１００．７

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

当研究所は防災科学技術における国内唯一の総合研究機関であり、研究分
野は多岐に渡る。それぞれの研究分野ごとに優れた専門的知識を有する博
士課程修了者を選考により採用することとしており、それに相応しい給与を支
給しているため国家公務員に比べて指数が高くなっている。
（博士課程修了者割合）　33.3%

その他

【管理職の割合】
6.7%
【大卒以上の高学歴者の割合】
95.0%

項目
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

1,267,729 1,249,127 1,203,582 1,117,787

△1.5 △5.1 △11.8

△1.5 △5.8 △12.5

△48,880

（△87.0）

注１：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を踏ま
えた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率である。なお、平成18年、平成19年、平成20年の行政職
（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ０％、0.7％、０％である。

福利厚生費

△531,438

186,283 228,953 △42,670

64,148

△247,7771,433,520

42,824

△100,412

(39.8) 52,858

△287,639

（△22.0）1,887,813 2,109,960 △222,147 (△10.5)

(△18.6)

(30.7)

（△14.7）(△6.5)

186,037 △143,213 (△77.0)

1,533,932
給与、報酬等支給総額

161,038225,186
非常勤役職員等給与

比較増△減
中期目標期間開始時（平
成18年度）からの増△減

人件費削減率（補正値）
（％）

年　　　度

区　　分

最広義人件費

人件費削減率
（％）

総人件費改革の取組状況

（△20.8）

給与、報酬等支給総額
（千円）

退職手当支給額

・「給与、報酬等支給総額」対前年度比△６．５％となった主な要因は、平成１９年度末に退職した

者補充に時間がかかり欠員が生じた事によるものである。

・「最広義人件費」対前年度比△１０．５％となった主な要因は、上記の職員の欠員及び、平成１９

年度に比べて定年制職員の退職が少なかったことによる、退職手当支給額の減少によるものであ

る。

・行革推進法、「行政改革重要方針」（17.12.24閣議決定）による人件費削減の取組状況

①平成１８年度以降の５年間で国家公務員に準じた人件費削減を行うとともに、役職員の給

与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを図る。

②平成２２年度までに平成１７年度と比較し５％以上削減する。ただし、今後の人事院勧告を

踏まえた給与改定分については削減対象から除く。

国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しとして、俸給表の引き下げ等役職員の給与等

の見直しを図った。

③人件費削減の進捗状況

・平成１７年度まで「非常勤役職員等給与」の区分に整理されていたフルタイムで雇用される

有期雇用職員について、平成１８年度より、常勤職員として取り扱うこととし、「給与、報酬等

支給総額」の区分に整理した。そのため、下表、基準年度（平成１７年度）の「給与、報酬等

支給総額」のとおり変更する。
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Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

注2：競争的研究資金又は研究開発独立行政法人の受託研究若しくは共同研究のための民間からの外部資金又は国
からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員、運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、国策上
重要な研究課題（第三期科学技術基本計画（H18.3.28閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術をい
う。）に従事する者及び若手研究者（平成17年度末において37歳以下の研究者をいう。）を削減対象人件費の範囲から
除くこととしたことに伴い、当該職員がいる場合には、Ⅲ表の「給与、報酬等支給総額」と削減対象人件費の金額とが異
なる。

注３：新たに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員もしくは運営費交付金により雇用される任期付研
究者のうち、国策上重要な研究課題（第三期科学技術基本計画（H18.3.28閣議決定）において指定されている戦略重
点科学技術をいう。）に従事する者及び若手研究者（平成17年度末において37歳以下の研究者をいう。）を削減対象
人件費の範囲から除くこととしたことに伴い、基準年度及び平成18年度、平成19年度の「給与、報酬等支給総額」（削減
対象人件費）が変更となった。変更前は基準年度は1,729,506千円、平成18年度は1,624,389千円、平成19年度は
1,517,437千円である。
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